
ＮＯ．２４４     虎ノ門一・二丁目地区（組合施行）

計画地

計画の概要

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

補助線街路
第２号線

３０m 約９５m -

地区幹線道路
１号

７.９～９.５m
［１５m］

約２００m -

区画道路１号
４.５～１１m

［１１m］
約１００m -

区画道路２号
６.８～１１m

［１１m］
約８０m -

区画道路３号
５m

［１２m］
約３０m -

区画道路４号
２.５m
［４m］

約４０m -

区画道路５号
７.５～８.５m
［１５～１６m］

約３０m -

区画道路６号
５m

［８m］
約３５m -

公
園

公園１号 - - 約７７０㎡

建築面積

約８,０００㎡

建築物の整備

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

-

拡幅

既設

拡幅

拡幅

拡幅

新設

主要用途

A-1

- -
高層部：２６５m

中層部A：１００m
低層部A：５０m

-
事務所、店舗、ホテル、
駐車場等

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

約２３７，０００㎡
（約１９７，１００㎡）

拡幅

(とらのもん１・２ちょうめ)

１　計画の概要

　虎ノ門一・二丁目地区

　敷地の集約化と道路の再編を一体的に行う街区再編を推進するとともに、新駅整備と都市開発が一体となって周
辺の広場空間と立体的に連続する広場の形成による交通結節機能の強化及びにぎわいの創出を図り、また、業
務、商業、文化・交流機能や生活・業務支援機能など多様な機能の導入、防災対応力の強化を行い、国際的なビジ
ネス・交流拠点の形成を実現する。

約２.２ha

A-1街区（高層複合棟）鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コ
ンクリート造
A-２街区（店舗棟）鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンク
リート造
A-３街区(低層複合棟)鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コ
ンクリート造

A-１街区(高層複合棟）地上４９階/地下４階
A-２街区（店舗棟）地上４階/地下３階
A-３街区（低層複合棟）地上１２階/地下１階

A-１街区（高層複合棟）約２６６m
A-２街区（店舗棟）約３０m
A-３街区（低層複合棟）約５９m

２　都市計画の内容

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 約２.２ha

公共施設の
配置及び規模

備考

拡幅

既設（再整備）



建築面積

約１,７００㎡

建築面積

約１，１００㎡

建築敷地面積

A-1 約９,９００㎡

A-2 約２,５００㎡

A-3 約１,６００㎡

都市計画決定

A-1 約１.４ha 1990% 80% 400% ５,０００㎡
高層部:２６５m
中層部A:１００m
低層部A：５０m

A-2 約０.４ha 300% 80% 100% １,０００㎡ 低層部B:３０m

A-3 約０.３ha 400% 80% 100% ５００㎡ 低層部B:７０m

A-4 約０.１ha - 80% - - -

都市計画決定

A-1 約１.４ha - - - - -

A-2 約０.４ha - - - - -

A-3 約０.３ha - - - - -

A-4 約０.１ha - - - - -

都市計画決定

虎ノ門一・二丁目
地区

平成３０年３月１６日　東京都告示第３８５号

虎ノ門一・二丁目
地区

平成３０年３月１６日　東京都告示第３８２号

4　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の位置
の限度

3　都市再生特別地区

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

高さの最高
限度

建築敷地の
整備

整備計画 備考

・新駅と一体となった立体的な駅広場を
整備する。
・新駅と周辺市街地と連携した安全で快
適な歩行者ネットワークを形成するた
め、地上・地下の歩行者通路や歩道状空
地等を整備する。
・周辺の広場空間と連続した広場を整備
する。

-

平成３０年３月１６日　港区告示第８２号

主要用途

A-3

- - 中層部B：７０m -
事務所、住宅、店舗、駐
車場等

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

約７,９００㎡
（約６,４００㎡）

建築物の整備

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

-

主要用途

A-2

- - 低層部B：３０m - 店舗等

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

約８,８００㎡
（約７,３００㎡）

建築物の整備

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

-



住宅戸数

事業認可 総事業費

年　月　日

平成２６年５月２９日

平成２６年７月２日

平成２６年１０月１５日

平成２７年７月１６日

平成２７年７月２９日

平成２８年２月３日

平成３０年３月１６日

平成３０年１１月１４日

平成３１年３月２２日

平成３１年３月２３日

令和元年１１月２５日

令和３年４月２８日

令和５年３月１日

令和５年７月１４日

令和６年３月１５日

令和６年８月１日

令和６年８月２９日

７　位置図

A-２街区工事完了

建築工事着工

事業変更認可（東京都告示第６８７号）

事業変更認可（東京都告示第１７９号）

A-１街区、A-3街区工事完了

事業変更認可（東京都告示第２６６号）

A-４街区（港区立明舟公園）供用開始

「虎ノ門一・二丁目地区まちづくり協議会」開始

「虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発準備組合」設立

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業都市計画決定

「虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合」設立認可

権利変換計画認可

権利変換期日

６　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

地元地権者（虎ノ門一丁目）による「虎ノ門一丁目地区まちづくり勉強会」開始

地元地権者（虎ノ門二丁目）による「虎ノ門二丁目地区まちづくり勉強会」開始

「虎ノ門一・二丁目地区合同のまちづくり勉強会」　開始

「虎ノ門二丁目９番街区まちづくり勉強会」開始

駐車場
A-１街区：約２８０台

A-２街区：約３台
A-３街区：約２５台A-３街区 事務所、住宅、店舗、子育て支援施設、駐車場

平成３０年１１月１４日　東京都告示第１５５３号
令和３年４月２８日　東京都告示第６８７号（変更）
令和６年３月１５日　東京都告示第２６６号（変更）

約２,２６８億円

延べ面積
A-１街区：約２３６,６４０㎡
A-２街区：   約８,８００㎡
A-３街区：   約８,１００㎡

容積率
A-１街区：約１,９９０％
A-２街区：　約２７０％
A-３街区：　約４００％

用途

A-１街区 事務所、店舗、ホテル、ビジネス発信拠点、駐車場他 約１２戸

A-２街区 店舗、駐車場

５　事業計画の概要

敷地面積
A-１街区：約９,９０８㎡
A-２街区：約２,４４５㎡
A-３街区：約１,６１１㎡

建蔽率
A-１街区：約８１％
A-２街区：約６７％
A-３街区：約６３％



８　区域図

９　配置図



１０　完成予想図


